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１ まえがき 

学校施設は、子供のたちの学習・生活の場であり、学校教育活動を行うための施設であ

ることから、必要充分な教育活動を行うことができる機能や環境を整えるとともに、防犯・

防災性を備えた安全・安心で衛生的な施設であることが必要です。 

  また、学校施設は地域の避難所に指定されており、防災拠点としても重要な役割を担っ

ております。 

  しかし、学校施設は昭和５０年代から平成初期に建設されたものが多く、老朽化が進ん

でいます。 

さらに、新発田市では人口減少や少子化の影響から児童生徒数が減少しており、この傾

向は今後もしばらく続くことが予想され、学校の統廃合を含めた施設の維持管理を検討し

ていくことが必要です。 

  昨今、低経済成長、少子高齢化、財政状況の悪化など、施設を取り巻く情勢は変化して

おり、建築物は改築から長寿命化を図るための維持の時代を迎えています。 

  こうしたことから、今後は適正な施設の維持管理や修繕を実施していくことが重要とな

ります。 

  

２ 目的 

  学校施設等の長寿命化を効果的に実施するために、学校施設等の中・長期的な改修計画

を策定するものです。 

  これにより、改築や改修などによる財政負担を軽減しつつ平準化し、かつこれまで以上

にそれぞれの学校施設の長寿命化を図り、安全で安心な学校施設等の維持を目的とします。 
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３ 新発田市学校施設等長寿命化計画の位置づけと計画期間 

 ３－１ 位置づけ 

新発田市学校施設等長寿命化計画（以下、「本計画」という。）の位置づけは、国の「イン

フラ長寿命化計画」で規定される個別施設計画であり、本市における「新発田市公共施設

等総合管理計画」の下位計画として策定しています。（図１参照） 

（図１） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

計画期間は令和２年度（２０２０年度）から令和４２年度（２０６０年度）までの４０年

間としますが、期間内においても概ね５年に１度は改修の実施状況や学校施設の劣化の進

行状況等により、本計画の見直しを図ることとします。 

   

３－２ 対象施設 

対象施設は、小・中学校の校舎、体育館、グラウンド及び共同調理場とし、付属建築物及

びプールは本計画の対象外とします。 

 

４ 学校施設の老朽化の実態 

４－１ 現状 

  平成３１年４月１日現在、本計画の対象となる施設は次の表（図２参照）のとおりで、

小学校１９校、中学校１０校、調理場６施設で床面積は１７２，７８８㎡で公共建築物全

体に占める割合は、平成３１年現在３９．７０％となっております。 
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（図２） 

 

 

 

 

 

４－２ 学校施設の老朽化の実態 

  学校施設及び調理場の築年数は次のとおりです。（図３参照） 

（図３） 

〇校舎棟及び調理場 

 

 

 

 

〇体育館 

 

 

 

 

3 

学 校 施 設 施 設 数 

小 学 校 １９校 

中 学 校 １０校 

調 理 場 ６施設 



 

各施設の築年代別のグラフ（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表（図３）あるいはグラフ（図４）を見る限りにおいて、築３１年から５０年までの建築

物の割合が、校舎及び共同調理場では１５棟で全体の４４パーセントを占め、体育館に至

っては１５棟で全体の５２パーセントを占めており、建築物の老朽化が目立っております。 

これは、第二次ベビーブーム期である１９７１年から７４年代の人口の急増を受け建設

されたためと考えられます。 

次の表（図５参照）は、建築基準法第１２条に基づく各学校施設等の定期点検を実施し

た際の結果です。 
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（図５） 

区分 A 判定 B 判定 C 判定 D 判定 合計 

屋根・屋上 ６２ ３９ １２ ４ １１７ 

外 壁 ４０ ６３ １２ ２ １１７ 

内部仕上 ２５ ７７ １３ ２ １１７ 

電気設備 ２７ ７６ １３ １ １１７ 

機械設備 ２４ ７８ １４ １ １１７ 

合 計 １７８ ３３３ ６４ １０ ５８５ 

割 合 30.44% 56.92% 10.94% 1.70% 100.00% 

A:概ね良好 B:部分的に劣化 C:広範囲に劣化 D:早急に対応する必要あり 

  次の表は建築基準法第１２条に基づく定期点検を行った際の詳細な結果です。（図６参照） 

（図６） 
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一般的には、建築物が古ければＣ判定若しくはＤ判定が多くなりますが、計画的に補修

或いは補強などを行ってきた結果、建築物自体は古いものの比較的良好な状態で維持され

ていたことが伺えます。（図６） 

他方、広範囲に劣化或いは早急に対応する必要がある箇所も、全体の１２．６４％程あ

るのが現状です。 

学校施設の老朽化対策を行うには、年次計画的に実施し、具体的な計画を策定しなけれ

ばなりません。そのためには対象施設の状況を評価することが必要となり、対象施設につ

いて長寿命化に向けた改修方法や時期を検討していくことが必要になります。 

  

５ 計画の内容 

 ５－１ 対象となる工事（建築物） 

小学校、中学校（校舎・体育館）及び共同調理場、グラウンドとし、プール及び付属建築

物等は計画の対象外とします。 

 

５－２ これまでの維持管理のパターン 

  これまでは、耐用年数を超えて使用し続けてきた部材が多く、不具合が生じた後、事後

保全改修を行っていました。 

また、事後保全改修では、問題が発生してから改修を行うため、工事の発注、復旧までに

かなりの時間を要することになります。 

この間に、さらに状況が悪化し、学校活動への影響などが大きくなることも想定され、

発生した問題の内容等によっては、児童生徒の安全や学校周辺地域にまで影響が生じる危

険があります。（図７参照） 
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（図７）従来のパターン 

 

 

５－３ 今後の改修工事等の考え方 

  学校施設の長寿命化を図るためには、「新発田市公共施設等総合管理計画」の実施方針に

基づいて整備を行い、併せて対象部位を定めて計画的に実施していかなければなりません。 

 従来は、建築後４０年経過後に大規模改修、７０年後に改築を検討してきました。 

しかしながら、各部材の耐用年数内に改修を行わずに継続使用し、不具合発生後に整備

を実施する方法では費用も多額となる傾向があります。 

このまま進めていくと、安全管理面でも問題が生じることが懸念されることから、今後

は各部材を点検し、建築後約２０年程度で予防保全改修を実施し、建築後４０年程度で大

規模改修を実施、更に建築後６０年程度にもう一度予防保全改修を実施します。 

これにより、従来は建築後７０年での改築が一般的なサイクルでしたが、更に１０年以

上改築を先に延ばすことができ、施設全体の長寿命化を図ることが可能と考えます。 

こうしたことから、建物自体の予防保全改修を取り入れることにより、学校等の建物自

体の目標使用年数を８０年以上に延ばすことを目指します。 

なお、予防保全改修を実施する際は、過去の整備内容や５年に１度実施する建築基準法

第１２条に基づく検査の結果や部位の改修周期を参考にしつつ、前回改修済みの部位に関

しては劣化状況を見定め、十分に機能が発揮できる場合は、その部分の更新を見送ること

とします。（５－５ 表１ Ｐ１３参照） 
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また今後、大規模改修を実施する際は、必要に応じて予防保全改修も併せて実施するこ

ととし、バリアフリー化やユニバーサルデザインの導入、公共施設機能の集約化、施設機

能向上の工事等も検討することとします。 

また、必要に応じて建物の耐力度調査を行い、大規模な改修による長寿命化への対応が

学校施設にとって果たして有効であるかどうかも判断します。 

  なお、比較的更新周期の短い１５年以下の設備機器やバッテリー等は、この計画の対象

外とします。 

  実施手法としては、国の補助事業である大規模改造事業、防災機能強化事業や長寿命化

改良事業などを活用し、計画的な実施を目指します。 

 

５－４ 今後の維持管理パターン 

これからは、５－３で述べたように各部材の点検（劣化状況調査）を実施し、各部材の耐

用年数の限度を迎える集中期（約２０年程度）に１度は予防保全改修を実施し、トータル

で見た維持管理費の削減や故障及び破損等による危険を回避します。（図８参照） 

 

（図８）今後のパターン 
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（図８－１）今後のパターンの変化 

 

 

ただし、経済面も考慮し、全ての部材を改修するわけではなく、点検等の結果、５年以

上、機能が維持できると判断した場合は更新を見送り部位補修で対応し、やむを得ない場

合にのみ、次の改修期を待たずに改修を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 

落下の恐れのある内壁の改修。下地についても改修を検討したが、調査の結果、１０年以上 

持つことが判明したため、クロスのみ改修した。 

 

 

 

剥がれの目立つ内壁の修繕。外壁全てを調査し検討した結果、劣化の著しい部分だけを塗装 

した。 
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改修後 

改修後 



 

これからは改築中心ではなく、部位を定めて予防保全改修を取り入れることで学校施設等

の長寿命化を図ります。これにより、学校施設は現行の建築から７０年目の改築から８０～

１００年目の改築にシフトすることが期待できます。 
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５－５ 対象部位と改修の周期 

（表１） 

部   位 内   容 周期（年） 

〇構造躯体を保護するもの 

屋上・屋根 

アスファルト防水 ２５ 

シート防水 ２５ 

塗膜防水 ２５ 

屋根瓦 ２５ 

外壁 外壁仕上げ塗材 ２０ 

〇施設運営に多大な影響を与えるもの  

受変電設備 屋外高圧機器及び高圧ケーブル ２５ 

空調設備 

ボイラー ３０ 

空気熱源ヒートポンプ形空調機 ２０ 

ガスヒートポンプ形空調機 ２０ 

ファンコイルユニット ４０ 

中央監視装置 ２０ 

衛生設備 

屋内タンク ４０ 

屋外タンク ３０ 

ポンプ ２５ 

配管類 ４０ 

〇消防法関連 

非常電源 
自家発電装置 ３０ 

蓄電池制御装置 ２５ 

防災設備 

自動火災報知機 ２０ 

煙感知機 ２０ 

制御盤 ２５ 

消火ポンプユニット ３０ 

消火設備 エレベーター ２５ 

昇降機  ３０ 

 

６ 整備の水準 

  効果的に長寿命化を図るためには、整備水準を決めておく必要があります。 

  具体的には、建築物の構造や、インフラの耐久性を高める改修や、より良い教育環境を

確保するための施設機能の充実を図るための改修が考えられ、双方を検討する必要があり

ます。従って、対象部位の改修や教育環境の改善を図るために必要な改修部位について、

老朽の度合いを勘案しつつ施設の長寿命化を図ります。 

  また、各部材に関して、より高耐久、長寿命の部材を使用することで長寿命化を図るこ

ととします。（表２ Ｐ１４参照） 
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（表２） 

改修部位 改修時の整備水準 

☆躯体保護系 

屋上 シート防水、塗膜防水 

外壁 複層塗材 

☆施設運営系 

受変電設備 屋内型へ切り替え 

空気調和設備 
冷暖房設備 ガス・電気式 

換気設備 全ての部屋に設置 

衛生設備 

給水設備 
給水設備 直結・加圧給水併用方式 

配管類 耐久性の高い配管 

排水設備 
排水設備 下水道設備へ接続 

配管類 耐久性の高い配管 

給湯設備 耐久性の高い設備・配管 

ガス設備 耐久性の高い配管 

給食室設備  

☆防災・安全面 

防災設備 防火区画 防火扉及び安全装置付防火シャッター 

消火設備 消火栓 耐久性の高い配管 

非構造部材 吊天井など 落下の危険性のない部材 

外部建具 窓 アルミ製サッシ 

防犯対策 
侵入防止 出入口のオートロック化 

不審者対策 カメラ付きインターホンの設置 

☆教育環境の向上 

内装 
天井・壁 吸音材 

内装仕上げ シックハウス対策済みの材料 

バリアフリー 
段差 スロープ、エレベーターなどの設置 

手摺 階段両側の設置 

エコ 

照明設備 ＬＥＤ照明 

衛生設備 節水型、高効率型 

電気 太陽光パネルの設置 

トイレ 

衛生器具 洋便器へ切り替え 

床 乾式 

出入口 段差解消 

音楽室 
エアコンの設置 

吸音効果のある内装 

その他 放課後児童クラブ 学校施設内に設置 
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劣化状況調査票 

〔５年に一度、建築基準法に基づく点検を実施する際に、併せて使用する劣化状況調査票〕 
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通し番号  

学校名   学校番号   調査日   

建物名   記入者   

棟番号   建築年度 年度（    年度） 

構造種別   延床面積 ㎡ 階数 地上  階 地下  階 

部位 
仕様 

工事履歴 

(部位の更新) 
劣化状況   

特記事項 評価 

(該当する項目にチェック) 年度 工事内容 （複数回答可） 箇所数 

１ 屋根 

   屋上 

  

  

  

  

  

□ アスファルト保護防水 

    

□ 降雨時に雨漏りがある   

    

□ アスファルト露出防水 □ 天井等に雨漏り痕がある   

□ シート防水、塗膜防水 □ 防水層に膨れ・破れ等がある   

□ 勾配屋根(長尺金属板、折板) □ 屋根葺材に錆・損傷がある   

□ 勾配屋根(スレート、瓦類) □ 笠木・立上り等に損傷がある   

□ その他の屋根(    ) □ 樋・ルーフドレン目視点検不可   

    □ 既存点検等で指摘がある   

２ 外壁 

  

  

  

  

  

  

  

  

□ 塗仕上げ 

    

□ 鉄筋が見えている所がある   

    

□ タイル張り、石張り □ 外壁から漏水がある   

□ 金属系パネル □ 塗装の剥がれ   

□ コンクリート系パネル(ALC 等) □ タイルや石が剥がれている   

□ その他の外壁（    ） □ 大きな亀裂がある   

□ アルミ製サッシ □ 窓・ドアの周りで漏水がある   

□ 鋼製サッシ □ 窓・ドアに錆・腐食・変形あり   

□ 断熱サッシ,省エネガラス □ 外部手摺等の錆・腐朽   

    □ 既存点検等で指摘がある   



 

 

部位 改修・点検項目 改修・点検年度 特記事項（改修内容及び点検等による指摘事項） 評価 

３ 内部 

仕上  

(床・壁・ 

天井) 

(内部建具)     

(間仕切等)     

(照明器具)     

(エアコン)

等 

□ 老朽改修     

  

□ エコ改修     

□ トイレ改修     

□ 法令適合     

□ 校内ＬＡＮ     

□ 空調設置     

□ 障がい児対策     

□ 防犯対策     

□ 構造体の耐震対策     

□ 非構造部材の耐震対策     

□ その他、内部改修工事     

４ 電気 

設備 

□ □分電盤改修     

  

□ □配線等の敷設工事     

□ □昇降設備保守点検     

□ □その他、電気設備改修工事     

５ 機械 

設備 

□ □給水配管改修     

□ □排水配管改修     

□ □消防設備の点検     

□ □その他、機械設備改修工事     

特記事項（改修工事内容や 12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載） 

   

健全度 

／100点 
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６－１ 事後保全型改修から予防保全型改修への転換 

  これまでは、施設設備に不具合があった場合に保全を行う「事後保全」でした。 

この場合、学校施設などでは、災害等で施設に被害が発生した場合、①人命に関わる事

故、②学校活動等への影響、③財政的な制約による復旧の遅延などといったリスクが生じ

る可能性がありました。 

それに比べて「予防保全」の場合、異常が生じる前に時期を定めて整備を行うため、事後

保全に比べて格段にリスクが小さくなります。 

  また、予防保全のメリットとして 

①  突発的な事故が減り、事故があった場合でも多額の費用は発生しにくくなる。 

②  維持管理や更新の費用が削減できる。 

③  施設や設備の長寿命化が図れる。 

といったメリットが考えられます。無論、予防保全型改修を図る上で重要なことは、建

築基準法第１２条に基づく点検のほかに、学校職員による日常点検などが重要になります。 

 

６－２ 予防保全の取り組み 

 ６－１で示した通り予防保全は異常が生じる前にメンテナンスを実施することが重要で

す。従って、次の項目により取り組み状況を把握します。 

① 日常点検…学校職員による目視による点検の実施。 

② 法定点検…建築基準法或いは消防法などによる法定点検の実施。 

③ 定期点検…GHP（冷暖房）などの設備の定期点検。 

④ 老朽点検…技術系職員による概ね５年に１回程度の点検。 

 

７ 改修の実施時期 

  １校あたりの改修計画として、８０年が施設の最低限の寿命と設定した場合、予防保全

改修と大規模改修を組み合わせて整備していくことが効率的であると思われます。 

従って、５－３でも触れましたが、施設の建築から２０年後に予防保全改修、４０年後

に大規模改修、６０年後に予防保全改修を行うこととします。 

  これにより、突発的な事故などによるリスクを減らし、児童生徒や学校教職員などが安

心・安全に学校活動ができる環境を整備します。 

  計画を実施するにあたり、学校の劣化状況を把握するため、予防保全改修や大規模改修

の整備年度にあたる前年度や前々年度には少なくとも、技術系職員が該当する学校に赴い

て劣化状況を確認し、各部位や部材について更新すべきか更新を見送るべきか判断します。 

  なお、対象部位の耐用年数が切れた部材について予防保全改修の更新を見送る場合は、 

① 最低でも５年間は使用可能か？ 

② 部分的な補修のみの対応でも良好に維持できるのか？ 

③ 破損した場合、学校活動や周辺地域の生活に影響が出ないか？ 

 を、念頭に入れ、①～③のいずれにも対応できる場合には、更新を見送ります。 

しかしながら、既に耐用年数を経過していることから、５年後には見送った部分の予防

保全改修を実施することとします。 
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  なお、比較的耐用年数が長い衛生設備、エレベーターなどは、次回の大規模改修時ま 

での間、部位修繕で対応するよう努めます。 

７－１大規模改修における対応 

  大規模改修を実施する際は、当然予防保全改修も併せて行い機能の回復に努めるととも

に、今後は必要に応じてユニバーサルデザインの導入やバリアフリー化など機能の向上に

向けた整備も検討するとともに、児童・生徒数の動向や建物自体の劣化状況も踏まえつつ、

建築物の減築も検討することとします。 

大規模改修時の整備状況 
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８ 文部科学省シミュレーションソフトによる試算（長寿命化の効果） 

  文部科学省が全国の市町村に示したシミュレーションソフトを使用し、従来の事後保全

型の整備と、本計画による予防保全型の整備に係る費用を算出した結果を図９と図１０に

示しています。 

  図９で示している事後保全型の整備は、従来の築７０年で改築という考え方から、今後

７０年間で必要となる費用を算出したもので、１年あたりの平均で１０．６億円が必要と

いう結果となりました。 

  図１０で示している予防保全型の整備は、築２０年目と築６０年目に予防保全改修を導

入することで学校施設等の長寿命化が実現されることと想定し、本計画の実施期間である

２０６０年度（令和４２年度）まで４０年間で必要となる費用を算出したもので、１年あ

たりの平均で２．８億円が必要という結果となりました。 

  これを単純比較すると、１年あたりの平均で７．８億円の差が生じます。 

  つまり、予防保全改修を取り入れることで長寿命化が図られ、従来の事後保全型では今

後４０年以内に改築時期を迎えることとなる小学校８校、中学校９校について、本計画期

間の２０６０年度（令和４２年度）以降に改築を送ることが可能となった結果、コストは

大幅に減るとの試算結果となっています。 

  ただし、この結果については、あくまでシミュレーションソフトによる試算値であり、

工事費の実額の積み上げによるものではないため、実際に必要となる事業費とは異なりま

す。 

あくまで、試算ではありますが、中・長期的に見ても２０年に１回の予防保全改修を取

り入れることで施設自体の長寿命化が図ることができるとともに、財政的にもコスト縮減

及び予算の平準化が可能となります。（図９、図１０参照） 
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図９ 事後保全型（従来）における今後７０年間の試算額（※２０６０年以降省略） 

図１０ 予防保全型改修導入後の今後４０年間の試算額 

従来の場合 
1 年あたり 10.6 億円（今後 70 年の平均） 

予防保全改修を導入した場合： 
1 年あたりの 2.8 億円（本計画の 40 年間） 

従来の改築型から切り替える

ことにより経費は年平均約

７．８億円圧縮できるという

試算が出た。 



 

９ 各学校施設等の長寿命化計画 

  建築から約２０年目で予防保全改修、約４０年目で大規模改修、約６０年目で予防保全

改修、約８０年目で改築のサイクルで考えた場合、建築基準法第１２条に基づく判定され

た各部材の劣化状況や市の財政計画を踏まえつつ整備していくこととします。 

 

10 調査票の作成と台帳の整備 

  学校施設の状況を調査する際は、次の調査票に基づき調査するとともに、整備後は台帳

を作成し、保管します。これにより、各学校施設等は何年度にどのような改修を行ったの

かを明確にし、次回の改修時の判断材料とします。 
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11 大規模改修や改築時に検討すべきこと 

  学校施設等において大規模改修や改築時には、仮設校舎建設の検討が必要です。 

例えば廃校となった学校施設の代替利用に係る費用（バス輸送や維持管理費）と仮設校

舎建設費（ランニングコスト含む）を比較検討し、場合によっては廃校施設を利用するこ

とも検討する必要があります。これにより、大規模改修や改築時には児童生徒が校内にい

ないことになり、工期を短縮することが可能となります。 

また、体育館に間仕切りを設け、仮設校舎として利用する方法もあります。 

  ７－１で述べたとおり児童生徒数の動向も踏まえ減築も考慮しつつ、災害時等に対応す

べく、空き教室を防災用備蓄倉庫に転用することなども検討することとします。 

 

11－1 ライフサイクルコストの導入（ＬＣＣ） 

  修繕や改修工事の内容を検討する際には、ライフサイクルコストの考え方を導入するこ

とが、コスト的にも有利に働きます。 

 耐用年数 費用 メンテナンス 

配管Ａ 40年 1,000万円 2年に 1度（費用 50万円） 

配管Ｂ 40年 1,800万円 不要 

  例えば配管の更新を考えている場合、コスト的にＡの配管の方が有利に見えますが、メ

ンテナンス費用（ランニングコスト）を考えた場合、 

配管Ａ 1,000万円＋（40年÷2年×50万円）＝2,000万円 

配管Ｂ 1,800万円＋（0円）        ＝1,800万円 

  となり、イニシャルコストはかかるもののトータル的に見れば配管Ｂの方がコスト的に

は優れていることになります。 

  このように改修等を行う際は、常にＬＣＣを念頭に入れ長寿命化とコスト削減を図るこ

ととします。 
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12 廃校後の再利用 

  学校統合により廃校となった学校施設の再利用に関しては、多方面から検討する必要が

あります。 

学校から別用途に変更する場合、建築基準法や消防法、都市計画法など多くの法令をク

リアする必要があり、国から補助金の返還を求められる場合もあります。 

  また、廃校後の再利用に関しては、地元との十分な協議が必要です。 

再利用の事例として、旧赤谷小学校は自然豊かな環境を活かし、青少年宿泊施設「あか

たにの家」として生まれ変わりました。 

 

 

                                                     

               

               

               

               

              

 

 

 

 

 なお、廃校後の施設の再利用について、計画や地域からの活用の提案が無く、利用実績も

少ない建物については、最終的には解体も検討する必要があります。 

 廃校となった校舎であっても、警備保障費や光熱水費、草刈や樹木剪定等の維持管理費と

して、１校当たり年間数十万円の経費が必要となっております。 

よって、市の財政負担やそれに伴う市民サービスの低下を考慮し、校舎の解体について市

長部局や関係機関との調整を進めます。 

  

また、体育館については、現時点では社会教育体育施設としての利用や災害時における避

難所としての機能を有していることから、電気系統や上下水道設備の切替え工事等について

も検討し、当分の間は施設を利用可能な状態で維持することとします。 

 

23 



 

13 グラウンドにおける長寿命化 

グラウンドを長く使用するには、日常の保守が重要となります。例えば、こまめに散水

を行う、レーキで整備する等により長寿命化を図ることができます。 

また、暗渠を埋設するなど、水はけを良くすることも重要です。 

そこで、グラウンドを改修する際には、以下の点に留意して整備することで長寿命化を

図ります。 

① 暗渠を敷設し、水はけを良くする。 

② 散水設備を敷設し、日常の維持管理を容易にする。 

③ 境界にはＬ型擁壁を敷設しグラウンドの土が隣接地に流出しないようにする。 

以上の３点を整備することで、グラウンドの長寿命化を図ることが可能となります。 

これにより、グラウンドは２０年に１度、暗渠などを入れ替える整備でグラウンドとし

ての機能を維持できます。 

なお、一度大規模な改修を実施したグラウンドの改修については、設備などの更新程度

に抑え、大規模な改修は控えるようにします。 

  また、元々暗渠や防砂ネットが無く、隣接地と高低差があるグラウンドについては、Ｌ

型擁壁を敷設する、グラウンドの雨水浸透状況や風向きなどを検討し、グラウンドとして

の機能を向上させる工事や砂の飛散を防ぐ工事を行うこととします。 

なお、グラウンドを整備する際、元々グラウンドに樹木が繁茂している場合は、この樹

木それ自体が防風・防砂林の役割を担っている場合があることから、安易に伐採・抜根し

防球・防砂ネットを設置するのではなく、樹木をそのまま生かして防球・防砂ネットの役

割を引き続き担わせ、防球・防砂ネットの新規設置費用を削減します。 
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～自然を生かし、防砂ネットの役割を担わせる～ 

現在の中浦小学校の遠景ですが、グラウンド脇に樹木が繁茂し、防風・防砂林の役割を担

っています。 



 

次の図（図１１参照）は、このままグラウンドの土、排水施設、擁壁などを２０年に１回

大規模な改修をした場合と、必要最低限に整備した場合の試算値です。 

その結果、１校あたりコストは約２．１４億円かかるのに対し、対象を絞って整備した

場合、１校あたり約１．０５億円のコストに抑えることができ、約１．０９億円削減するこ

とができます。 

（図１１長寿命化に係るコスト） 

 

☆整備後の住吉小学校のグラウンドの状況 
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   暗渠や排水溝、防砂ネ

ットを設置し、環境が良

くなった住吉小学校 



 

グラウンドを整備する場合、 

１ 元々排水が脆弱、擁壁の腐食が著しく倒壊の危険性のある場合で、大規模な改修が必

要な学校 

２ 大規模な改修は必要ないが、暗渠、側溝、防球ネット等を設置することで十分にグラ

ウンドとしての機能を発揮できる学校 

３ 暗渠、側溝を設置することでグラウンドとしての機能を改善できる学校 

４ 既に、暗渠或いは防球ネットが設置されており、それらを更新することでグラウンド

としての機能を回復できる学校 

に分類し、市の財政計画を踏まえつつ整備することとします。 

いずれの場合でも、既存設備の損耗度を勘案して改修などの必要がない場合は、設備の更

新を見送ります。 

また、本計画では４０年間を計画期間としていますが、２０４０年度（令和２２年度）ま

での２０年間は、グラウンド機能の改善や維持に務めながら、必要最小限の改修を行うこと

とします。 

 その後も２０年に１回程度の頻度で大規模改修や機能の改善を検討していきます。 

 

13－1 注意すべき点 

グラウンドの整備時において注意すべき点は、既存Ｌ型擁壁や開渠などは、そのまま再

利用することが可能な場合もあるので、再利用を含めて検討する必要があります。 

なお、グラウンドや学校敷地境界には土留め代わりにブロック塀を敷設する場合があり、

工法的には安価ですがブロック塀による土留めの場合、下の図のように常に荷重がかかる

ために倒壊の危険性が高くなることから、Ｌ型擁壁への改修を検討します。 

 

写真のような施工では、土圧のほかにフェンスの自重もかかるので、倒壊の危険性が高

くなります。 

施工する際には次の図のようなＬ型擁壁を敷設することにより、グラウンドの長寿命化

を図ることができます。 
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国土交通省ＨＰ標準設計より引用 
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13－2 台帳の作成 

  学校施設同様、グラウンドについても台帳を整備しておく必要があります。 

Ｌ型擁壁や側溝などは、相当期間の耐用年数となりますが、暗渠、防球・防砂ネットなど

は約２０年ごとに整備を行う必要があります。 

排水不良や地質状況の不良により、やむを得ず大規模な改修を実施する場合、Ｌ型擁壁

や側溝などがグラウンドにある場合にはそのまま改修後も使用できるものが多いので、そ

れらの更新は見送り、再利用することとします。 

また、土留め擁壁代わりにブロックを積み上げ、擁壁として代用している場合は、擁壁

としての構造計算ができないのでＬ型擁壁に入れ替えます。 

 

14 公共施設等適正管理推進事業債との関係について 

 新発田市公共施設等総合管理計画に基づき行われる事業については、公共施設等適正管

理推進事業債（現行：令和３年度までの時限措置）の対象となるため、以下①～⑤に掲げる

学校施設等の整備を行う際には、事業債メニューの有無を確認の上、活用を検討します。 

① 集約化・複合化事業 

② 長寿命化事業 

③ 転用事業 

④ 立地適正化事業 

⑤ ユニバーサルデザイン化事業 

 ①～⑤の事業に共通する事項については、以下のとおり。 

 ・対象施設…学校施設等（学校、体育館、調理場） 

 ・計画期間…令和２年度から令和４２年度までの４０年間 

 ・対策の優先順位の考え方…原則として、築年数の古い施設から整備を行うことになるが、 

              大規模改修や改築時には優先して整備を行うこととします。 

 ・個別施設の状態等…『４ 学校施設の老朽化の実態』（P５～P７）に記載。 

              なお、学校の定期点検については、毎年実施しています。 

 ・対策内容と実施時期…『９ 各学校施設等の長寿命化計画』（P２１～P２４）に記載。 

              毎年の定期点検時に修繕や更新、機能転換、用途変更、複合化・ 

             集約化、廃止・撤去、耐震化等の対策が必要か判断し、優先度や 

             緊急度を考慮して実施します。なお、学校施設等のバリアフリー 

化やユニバーサルデザインの導入については、大規模改修や改築 

を待たずに、必要性や緊急度に応じて随時実施します。 

 ・対策費用…計画期間内に要する対策費用の概算については、事業化の際に確定します。 

        なお、令和元年度から令和１０年度までの１０年間を計画期間として実施 

 中の小学校トイレ洋式化工事は２，５００千円／５箇所、中学校トイレ洋式 

 化工事は２，０００千円／４箇所ずつ毎年実施しています。 

        令和２年度に増築工事及び改修工事を行う予定の豊浦小学校についても、 

既存トイレのバリアフリー化及び洋式化工事を実施することにしており、 

     対策費用は概算で１１，０００千円を見込んでいます。 
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15 結び 

  学校施設等の長寿命化を図るには、予防保全改修が重要です。 

予防保全改修を行うことで、突発的な事故や不具合の発生、それに対応する費用が大き

くなることを抑制でき、更には維持管理や設備更新の費用を平準化しやすくなるといった

メリットがあり、何よりも施設や設備の長寿命化を図ることができます。 

  また、メンテナンスを容易にできるように、改修又は改築の際に建物下に配管や機器類

を配置しないなどの検討も必要です。 

  いずれにせよ、施設の長寿命化を図るには、日頃の点検が重要となります。 

わずかな破損でもそのまま放置すれば、後々重大な不具合となるおそれがあるので、点

検時には修繕が必要な箇所を見逃さず、速やかに補修することとします。 

  同時に、既存の学校施設や設備については、バリアフリー化やユニバーサルデザインの

導入を積極的に行い、誰もが使いやすい施設を目指すとともに教育環境の充実を図ります。 

  今後、新発田市公共施設等総合管理計画に基づきながら、本計画を推進していくために

は、関係部署との協議・調整や学校との連携が必要不可欠です。 

また、財政面で大きな負担が必要になることから、特に市長部局とは十分に打合せを行

いながら、国からの補助や有利な起債を積極的に活用して、事業を進めていくこととしま

す。 

  「９各学校施設等の長寿命化計画」の進捗状況や施設の劣化度合、施設の点検結果に基

づき、社会情勢や当市の財政状況等を勘案しながら、必要に応じて本計画の見直しを図る

こととします。 
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新発田市学校施設等長寿命化計画 

                     

令和元年（２０１９年）１２月 策定 
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